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I．は じ め に

　1）従来の研究
　近年，河川や湖沼といった水環境に関する研究
において，それらの集水域である「流域」という
視点が重要視されている。環境工学や土木工学，
行政学などにおける河川管理の研究でも，河川を
「線」としてとらえる従来の概念に対して，流域
という「面」を念頭に置くことの必要性が強調さ

れている。例えば太田（1999）は，流域圏単位
の統合的水管理システムの確立が必要であると述
べ，具体的には，①各水循環経路（地表水経路・
地下水経路・人工的経路）の統合的管理，②水
量・水質・水辺空間の統合的管理，③治水・利
水・水環境の統合的管理，④水循環に影響を与え
る土地利用の統合的管理，⑤流域圏内行政区画お
よび各種水関係機関の統合的管理，という 5つ
の統合化が少なくとも必要であるとした。
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　上記のような河川管理に対して河川水利に関し
ても同様に，流域単位でその具体的方法や限界に
ついて考察することが不可欠である。河川水利
は，農業用，水道用，工業用，発電用などに大別
されるが，志村（1982）は，「流域には許容量が
存在し，それを越えた人口，産業を養うことはで
きない」と指摘し，伊藤（1987）も，「流域の垣
根を越えた導水や過剰な取水は，水利秩序を乱
し，水利構造を不安定にする」と述べている。し
かし現実には，横浜市や福岡市，高松市などと
いった大河川流域にない大都市において，流域変
更や流域外導水路による河川水利用が行われてい
る。佐藤・佐土原（2006）は，水の需要地とし
ての都市域とその水源流域を含めた地域概念とし
て「拡大流域圏」という語を用いている。このよ
うな流域圏というとらえ方は，都市の増加する用
水需要を満たす上では，ある程度はやむを得ない
といえるが，水需給圏の過剰な広域化は，森滝
（2003）のいう「遠い水」への依存による「近い
水」の荒廃をもたらすことにもなる。したがっ
て，ある都市の水利事情を分析する場合，まず，
その都市が含まれる流域という地域単位に着目し
て，水利体系の全体像を把握し，地理的諸条件と
の関係を考察することは重要である。
　従来の水利体系に関する地理学ならびに関連諸
学の研究を展望すると，まず，水利調整に関する
一連の研究が挙げられる。これらの研究は新沢
（1955，1962）に端を発し，それまで農業用水で
占められていた河川水利に都市用水が本格的に参
入してくる高度経済成長期以降に盛んとなり，
1980年代前半までに一定の蓄積をみた。
　この当時における水利研究に関しては，秋山
（1988）で詳しく展望されているが，当時の水利
問題の主役は農業水利の側であり，都市用水需要
の増加に対して，農業水利秩序がどのように変化
してきたか，あるいは農業水利に支配されていた
河川水利にどのように都市用水が参入していくか
が主な議論の対象であった。これらの諸問題は現
在においてすでに解決されたとはいい難いもの
の，近年は当時ほど活発に議論されることが少な
くなったといえる。

　代わって，河川水利における現代的課題として
取り上げられるようになってきているのは，渇水
時における水資源の確保と水利調整であり，特に
全国的な渇水に見舞われた 1994年以降，切実な
課題としてさまざまな分野で議論されている。例
えば，志村（1996）は，ダムに依存する都市人
口の増加が渇水問題を深刻化させると述べ，渇水
対策として，一時的水利転用を制度化すること，
都市において排水の再利用システムを日頃から整
備しておくことなどを挙げた。伊藤（2001）も，
木曽川水系の水利システムの問題点を検討し，渇
水対策として，ダム等の水源施設をさらに整備
し，渇水時にも余裕のある水量を確保する方向
と，水源は拡大せず，既存水利権を調整（農業用
水の一時的水利転用など）することにより対応す
る方向に加え，節水型都市の確立や現行の基準点
流量規制に基づく水利システムの改革が考えられ
ると述べた。
　このような現代的状況をふまえた水利調整や用
水の安定確保のための議論を推進するような，流
域スケールでの環境情報の蓄積や分析方法論の提
示が新たに求められるといえよう。
　こうしたなか，流域という地域単位に着目し
データ解析を行う研究は近年盛んになっており，
それは，GISやリモートセンシングといったコ
ンピューター解析ツールの普及と，デジタル化さ
れた空間データの整備・公開の進展によるところ
が大きい。
　まず DEM（数値標高モデル）を用いた流域地
形解析の事例としては，中山（1998）がある。
中山は阿武隈山地を対象に，DEMから抽出した
流域区分ごとに 11の地形特徴量を計測し，多変
量解析によって類型化した。
　土地利用に着目したものとしては，杉森・大森
（1996）が，多摩川中下流域を対象に細密数値情
報の土地利用データを用いて，1 km2メッシュご
とに修正ウィーバー法によって土地利用組合せ類
型を抽出し，その変化パターンを解析した。ま
た，杉森（2004）は，多摩川水系の 3つの支流
域を対象に，DEMと細密数値情報を組み合わせ
て，標高や傾斜による土地利用変化パターンを導
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出した。王尾・鈴木（2001，2002）は，那珂川
流域の主要な 8支流域について，国土数値情報
の地形データと土地利用データを集計し，那珂川
流域全体における上流から下流へのそれらの変化
を把握した。
　これらに加え，流域のさまざまな環境条件を包
括的に扱い，総合的な流域の環境特性を解明しよ
うとした研究もある。李ほか（1989）は，多摩
川中流域を対象に，500 mメッシュ単位で地質，
地形，土壌，植生，土地利用，人口密度に関する
データベースを構築し，多変量解析によって流域
の地域区分を行った。王尾（2008）は，那珂川，
鬼怒・小貝川，霞ヶ浦の各流域を対象に，明治期
から現在にかけての土地利用変化データを作成
し，標高，地形分類，地質，土壌のメッシュデー
タを変数とした多変量解析によって導出された類
型地域や河川からの距離帯ごとに，土地利用変化
の特徴を明らかにすることで，水系構造からみた
流域全体の景観特性を解明しようとした。
　また，山下（2004）は日本の一級河川全 109

流域を対象に，国土数値情報土地利用メッシュか
らそれぞれの流域の土地利用特性と地域的差異を
相対的に考察した。
　以上に挙げた研究はいずれも，景観としての流
域に着目し，人間活動と自然環境との関係を客観
的なデータ解析によって空間的・可視的に把握し
ようとしたものであり，流域の環境保全や環境管
理計画への適用を意図している。
　他方，河川の水質を流域の環境条件と関連づ
けて分析した研究も蓄積されている。井上ほか
（2000），鵜木ほか（2002）は，北海道の農地が
卓越する流域において，河川の水質と流域の農地
や畜産農家の分布，河畔の土地利用，融雪の水質
との関係を分析した。嶋・堤（2004）は，青森
県駒込川の田代集水域を事例に牛の放牧と草地の
利用が河川水質に及ぼす影響を検討した。小口
ほか（2004）は，関東～中部日本の主要河川の
懸濁物質濃度のデータとその観測地点上流部の
地形，土地利用，人口密度のデータから，懸濁
物質濃度の空間分布とその規定要因を検討した。
木村・岡崎（2008）は，多摩川流域を対象に，

河川からの距離により土地利用が河川水窒素濃度
に与える影響が異なるかを検証した。
　ここで挙げたものをはじめとする流域環境解析
に関する従来の研究によって，地形や土地利用，
地質，植生，水質などに関する流域スケールでの
データベースの整備や因子生態学的な類型地域構
造の把握，指標間の関係解析などは，ある程度進
展してきたといえる。このような流域環境特性の
分析は，流域の水資源容量や水需要を推し量る手
段としても有効であるといえるが，従来の研究で
は主に，流域の景観や水資源の「質」に関する議
論はなされているものの，水資源の「量」に言及
したものは少ない。
　2）研究の目的と事例地域の概要
　以上の研究動向をふまえ本研究では，都市用水
の水利体系やそれに関わる問題の理解の基礎とし
ての，流域水需給の量的側面の把握に主眼を置い
た地域的条件の分析手法を提案することを目的と
する。事例研究の対象としては，互いに隣接し，
面積も類似している那珂川流域と鬼怒・小貝川流
域を選定し，両流域の下流に位置する水戸市と水
海道市 1）については，水道用水供給の詳細な水
利体系や水利事情に関する調査を行った。一般的
に，河川水利用に関しては，流域の下流より上流
の利水者の方が，そして後発の都市用水より既存
の農業用水の方が有利といわれている。したがっ
て，下流の都市用水事業体は最も不利であり，そ
の水利事情の実態は，流域の水需給バランスを象
徴するものと考えられる。
　那珂川は那須岳に端を発し，那須高原の丘陵地
を流れ，八溝山地の西麓に沿って南下する。そし
て栃木県と茨城県の県境で八溝山地を横断し，茨
城県の県庁所在地である水戸市内を経て，ひたち
なか市と大洗町の境界で太平洋に注ぐ。流路延長
は 150.0 km，流域面積は約 3,200 km2である。
　鬼怒川は流路延長 176.7 km，小貝川は 111.8 km

で，源流をそれぞれ鬼怒沼と旧南那須町大赤根の
湧水に求めることができる。鬼怒川と小貝川は
1629（寛永 6）年の治水事業の際に分離されて以
来，別々の河川であるが，元来は現在の下妻市比
毛地先で合流する 1つの河川であった。両河川
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は現在でも位置的に非常に接近しており，河川管
理上からも 1つの流域とみなされている。鬼怒
川上流域は急峻な山地・火山地であるが，鬼怒川
は中流以降，そして小貝川は全区間にわたって，
なだらかな台地・低地部を流れる。鬼怒川は守谷
市で，小貝川は取手市と利根町の境界で，それぞ
れ利根川に合流する。鬼怒・小貝川流域の面積
は，約 2,800 km2である。栃木県の県庁所在地
である宇都宮市が鬼怒川の中流域に位置し，下流
域には首都への通勤圏にある，守谷市や取手市な
どの都市が立地する。

II．使用データと分析方法

　まず，流域内水道事業体の水源別取水量のデー
タと水道水源に関する資料から，流域規模での水
道用水需給の空間的特性を概観する。その際，両
流域に関連する広域水道にも言及し，水利体系の
全体像の把握に努める。そして下流に位置する水
戸市と水海道市において，現地での聞取り調査お
よび資料収集によって，水道用水の水源と取水口
の位置，水源別取水量，給水人口，普及率，給水
区域，給水系統などの詳細とその時系列的変遷を
明らかにする。
　次に，そのような水利体系や水需給に関連する
と考えられる流域の地域的条件の分析方法である
が，本研究ではまず，地形と土地利用という，汎
用的なデジタルデータが公開され流域研究として
多くの蓄積のある 2つの指標を取り上げ，流域ス
ケールでの定量的，空間的特性について解析す
る。地形データは，国土地理院発行の「数値地図
50 mメッシュ標高」，土地利用データは，国土交通
省の「国土数値情報土地利用メッシュ」を用いる。
　地域的条件としては他にもさまざまな指標が考え
られるが，その中から本研究が地形と土地利用の 2

つに特に着目するのは以下の理由による。地形に関
しては，流域の水資源容量との相関が指摘されてい
る。例えば田林（1990）は北陸地方の 3つの扇状
地において，流域の水資源容量と標高との関係を
分析した。さらに，ある流域内における山地や台
地，低地などといった地形特性は，森林や農地，
都市的土地利用の分布とも無関係ではなかろう。

　本研究では，水利の空間システムとの関連性の
検討を念頭に置いた指標として，流域単位の水平
的な地形特徴量と垂直的な地形特徴量をそれぞれ
表す代表的な指標である流域形状比と流域起伏量
比を，両流域の主な支流域単位で算出し，その地
域的傾向を分析する。主な支流域とは本研究で
は，両流域で本流に直接流入する，1級河川区間
5 km以上の支流の流域を意味する。那珂川流域
からは 23，鬼怒・小貝川流域からは 25の支流域
が抽出された 2）。流域形状比とは，流域の平面形
態が円形や方形に近いか否かを表す指標であり，
流域最大辺長の 2乗を流域面積で割った値で示
される。つまり流域形状比は，流域の長辺を一辺
とする正方形の面積と流域面積の比であり，値の
小さい流域ほど流路延長に対して集水面積が広い
ことを意味し，大きい流域ほど形状が細長い。流
域起伏量比は，流域最高高度と最低高度との差
を幹川流路延長で除した値である。つまり，値が
大きい流域ほど急峻であり，小さいほど平坦であ
る。この 2つの指標によって，各支流域の相対的
な集水能力を推測する。
　次に土地利用であるが，Buttle（1994）やWang

（2001），小口ほか（2002）などが，河川の水資
源容量にとって，流域の土地利用分布が重要な規
定要因であることを実証している。一方で，河川
水需要の主要な部分を占める農業用水の需要地で
ある農地や，都市用水の主要な需要地である都市
の分布は，水需要の空間的な配分にも強く影響を
及ぼす要素である。つまり，土地利用は，流域の
水供給にも水需要にも大きく関わっていると考え
られる。本研究では，分析単位は地形分析と同様
の支流域区分とし，各支流域での代表的な土地利
用組合せを修正ウィーバー法によって導出し，流
域全体の土地利用の空間構造を把握する。
　さらに本研究では，流域の水需要の全体像を定
量的・空間的に把握できる指標として水利権の
データも分析する。河川水を利水目的で使用する
ためには，河川法に基づき，河川管理者へ申請し許
可され水利権を得なければならない。したがって，
そのような水利権のデータは，河川の流域のよう
な広大な範囲の水利用を網羅的に分析するのに適
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している。しかし従来の研究をみるかぎり，流域
スケールで水利権データを扱い，その空間特性を
分析したものはほとんどない。本研究では，水利
権データにある農業用，水道用，工業用，その他
の各用途別の取水量と取水口の位置から，那珂川
流域と鬼怒・小貝川流域の河川水利用全体の定量
的・空間的特性についても分析する。データは，
国土交通省常陸工事事務所，同下館工事事務所，
茨城県と栃木県の河川課から得た。
　そして最後に，那珂川と鬼怒・小貝川流域全体
の水利体系および下流の水戸市，水海道市におけ
る水道用水供給システムの実態と，地形，土地利
用，水利権といった地域的条件との関連性を考察
することで，本研究が採用した指標とその分析方
法の妥当性を検証し，今後に向けたさらなる検討
課題を整理する。

III．流域内水道事業体の水道水源

　本章ではまず，那珂川，鬼怒・小貝川両流域内
に取水口を有する水道事業体が，いつ，どこを水
源として水利権を獲得したのかをみることで，流
域内の水道用水に関わる水需給体系について概観
する。これについては山下（2007）が，農業用
や工業用も含めて取水規模の大きい特定水利権に
関して包括的に述べているが，ここであらためて
水道用水のみを取り上げ表に整理した（表 1）。
　那珂川流域には 13件の水道用特定水利権があ
る。那珂川本流に取水口を有するものが 9件を
占める。そのうち上流のものは深山ダムを水源と
しているが，下流のものは那珂川の自流を水源と
している。1980年代に支流で取得された 3件の
水利権はいずれも同支流の上流に建設されたダム

表 1　那珂川流域と鬼怒・小貝川流域の水道用特定水利権一覧（2002年）．

Table 1　List of specified water rights for residential use in Naka and Kinu-Kokai River basins（2002）.

水利権名 支流域名 取水口位置 最大取水量
（m3/s） 水利権取得年 水源

那
珂
川
流
域

水戸市水道 那珂川下流 1.6410 1958 自流
ひたちなか市水道 那珂川下流 0.4410 1962 自流
茂木町水道 那珂川中流 0.0622 1966 自流，東荒川ダム
栃木県北那須水道 那珂川上流 0.6000 1970 深山ダム
那珂町水道 那珂川下流 0.0390 1972 自流
大洗町水道 那珂川下流 0.0600 1981 自流
矢板市水道 荒川 宮川 0.0010 1981 寺山ダム
塩谷町水道 荒川 荒川 0.1100 1982 東荒川ダム
茨城県中央広域水道 涸沼川 涸沼川 0.3000 1986 飯田ダム
茨城県中央広域水道 那珂川下流 0.3430 1989 自流，霞ヶ浦導水
黒磯市水道 那珂川上流 0.2000 1990 深山ダム
西那須野町水道 那珂川上流 0.0900 1990 深山ダム
黒磯市水道 木の俣川 木の俣川 0.0160 1990 深山ダム

鬼
怒
小
貝
川
流
域

日光市水道 大谷川 荒沢川 0.1390 1953 自流
藤原町水道 鬼怒川上流 0.3752 1963 川治ダム
宇都宮市水道 鬼怒川中流 1.2440 1976 川治ダム
鬼怒水道用水供給事業 鬼怒川中流 0.4700 1981 川治ダム
宇都宮市水道 大谷川 大谷川 0.1670 1993 自流
今市市水道 大谷川 大谷川 0.1670 1993 自流
栗山村水道 男鹿川 三河沢川 0.0347 1998 三河沢ダム

国土交通省常陸工事事務所および下館工事事務所の資料より作成．
Sources : data from Hitachi and Shimodate Construction Work Offices.
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を水源にしている。このように新規水需要を支流
での水資源開発によってまかなってきたことは那
珂川流域の特色の 1つといえよう。
　一方，鬼怒・小貝川流域内の水道用特定水利権
は 7件ある。うち 3件は上流域の中禅寺湖から
流れる支流である大谷（だいや）川の自流を水源
とする。鬼怒川上流に立地する川治ダムを水源と

するものが 3件あるが，うち 2件は鬼怒川中流で
取水され，宇都宮市とその周辺地域に水道用水を
供給している。下流の茨城県側には特定水利権の
みならず，そもそも水道用水源としての表流水の
取水がない。
　次に図 1は，給水人口 5,001以上の上水道に
おける水源別取水量を示している。浄水受水とは

図 1　 那珂川流域と鬼怒・小貝川流域の関連市町村における上水道の水源別日平均取水量（1999年度）．
栃木県環境衛生課『栃木の水道』および茨城県生活衛生課『茨城県の水道』より作成．

Fig. 1　 Average quantity of taken water for residential use per day in Naka and Kinu-Kokai River basins 
by water source for each municipal waterworks（1999）.
Sources : data from sanitation sections of Tochigi and Ibaraki Prefectures.
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県による広域水道用水供給事業からの給水を指
す。那珂川流域では，取水量の小規模な市町村は
地下水をもっぱら水源とするものが多く，それら
は主として中流域に分布する。そして上流域の市
町村では中流域より取水量が多く，水源も表流水
や地下水など多様である。下流域の人口規模の大
きい水戸市やひたちなか市なども那珂川の表流水
を多く取水している。水道普及率も流域全体にわ
たって高く，現在，大半の市町村で 80％を超え
ている。下流域の水戸市，ひたちなか市も 90％
以上である。
　一方，鬼怒・小貝川流域では上流域の旧藤原町
や日光市，旧今市市，宇都宮市で表流水が取水さ
れている以外は，すべての市町村が地下水と広域
水道に依存している。那珂川流域と比較して明確
な差異がみられるのは，下流の茨城県側であり，
全水道事業体が浄水受水している。これは当地域
に表流水を取水する水道用水利権が存在しないと
いう先述のこととも一致する。流域市町村の水道
普及率は現在も全般的に高くなく，下流の茨城県
側では 80％以下の市町村が多数を占める。
　鬼怒川や小貝川は利根川の支流であり，当地域
の広域水道事業は，利根川水系水資源開発基本計
画の一環として整備されたものであるため，ここ
でその概要について触れておく。利根川水系水資
源開発基本計画は，水資源開発促進法に基づき
1962年に定められた。その計画区域は首都圏の
1都 6県にまたがる広大なものであり，現在も思
川開発事業や八ッ場ダム建設事業，霞ヶ浦導水事
業，湯西川ダム建設事業等が進捗中である。すで
に稼働している水源施設としては，利根川上流ダ
ム群と呼ばれる，藤原ダム，相俣ダム，薗原ダ
ム，矢木沢ダム，下久保ダム，草木ダム，奈良俣
ダム，そして渡良瀬遊水地がある。これらは利根
川上流域の群馬県内に立地し，主に埼玉県や東京
都へ灌漑用水や都市用水を供給しているが，遠く
は千葉県の東房総地域の灌漑用水源にもなってい
る。一方，主に栃木県，茨城県，千葉県へ用水を
供給するために，1978年，鬼怒川上流に建設さ
れたのが川治ダムである。川治ダムは鬼怒川上流
域にすでに建設されていた川俣ダム，五十里ダ

ム，現在建設中の湯西川ダムとともに鬼怒川上流
ダム群と呼ばれている。川俣ダム，五十里ダムは
元々水力発電用として戦前に建設されたダムであ
るが，川治ダムは，鬼怒川流域内の栃木県日光市
や宇都宮市に加え，流域外の成田市をはじめとす
る千葉県北部などにも灌漑用水や都市用水を供給
するために建設された。現在建設中の湯西川ダム
も同様である。
　その中で，鬼怒・小貝川下流域の水道事業体が
用水供給を受けている広域水道事業は，1960年
に給水を開始した茨城県南広域水道と 1988年給
水開始の茨城県西広域水道である。前者の水源
は，霞ヶ浦，渡良瀬遊水地および湯西川ダム事業
に関連する暫定水利権である。後者の水源は，
霞ヶ浦用水と奈良俣ダム，および八ッ場ダム事業
に関連する暫定水利権である。霞ヶ浦用水とは，
水資源開発公団（当時）によって 1993年に建設
された，霞ヶ浦から小貝川を経て鬼怒川に至る人
工地下水路である。
　以上，流域規模からみた両流域の水道用水需給
の空間的特性をまとめると以下のようになる。那
珂川流域では，下流の茨城県側に多くの水利権が
設定されており，自流域内の水源で水需要を充足
している。上流の栃木県側では取水量こそ少ない
ものの，水道用水源を最寄りの支流の上流に求め
ている事例もある。鬼怒・小貝川流域では上流域
の大谷（だいや）川流域では河川自流を水源とし
ているが，中流域の市町村は上流の大規模ダムに
依存している。下流には自流域内に水源を有する
水利権が存在せず，流域外に水源を求める広域水
道に依存している。次章では，このような流域規
模での特性をふまえながら，それぞれの下流域に
位置する水戸市と水海道市の水道用水供給システ
ムの特徴とその変遷について詳しく述べる。

IV．下流の都市における水道用水
供給システムの変遷

　1）水戸市の事例
　那珂川下流の水戸市で上水道が供用開始され
たのは 1932年であった。第二次世界大戦の空襲
で水戸市の水道施設は大きな被害を受けたが，
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1947年には普及率は 60.0％まで回復した。しか
し戦後の急速な市域拡大と人口増加に対し，給水
人口は伸び悩んだ。そのため 1952年から第一期
拡張事業が実施され，当初の芦山水源地のやや上
流に枝内取水塔と浄水場が建設された。引き続き
1962年からの第二期拡張事業では，枝内浄水場
の浄水送水施設の増強と給水区域の拡大に伴う配
水管の布設が実施された。そのために那珂川から
の水利権も，1958年にそれまでの 0.271 m3/sか
ら 0.526 m3/sへ増加された（表 2）。
　1966年からの第三期拡張事業では，新たな取
水口が枝内取水塔に併設された。また，市北西部
の開江町と全隈町にまたがる山林に開江浄水場が
建設された。この事業に併行して水利権の拡張も
図られ，市は 1965年に新たに 0.834 m3/sの水利
権の追加を茨城県に申請した。しかし県側は，河
川維持用水確保の観点から取水量の増加に難色
を示し，結局 1968年に 1971年 3月までの期限
付き水利権として 0.167 m3/sのみが許可された。
第三期拡張事業を計画どおりに完了するためには，
少なくとも 0.500 m3/sの取水量の増加が必要なた
め，市は 1971年に再び水利権の追加を申請した。
その結果，渡里台地土地改良区の農業水利権放棄
分 0.224 m3/sと，将来的な水源手当てを必要とす
る暫定水利権 0.276 m3/sの増加が許可された。こ
れによって，許可水利権は 1.026 m3/sとなった。
　1974年からの第四期拡張事業では，開江浄水

場の拡充を実施するとともに，那珂川左岸を含む
市北部一帯と南東部の上大野地区に給水していた
4つの簡易水道を上水道の給水区域に編入した。
これらの簡易水道はいずれも地下水を水源として
いたが，上水道に編入されることによって水源は
那珂川の表流水に変更された。
　また，第四期拡張事業期間中の 1976年には，
水戸市は茨城県の藤井川総合開発事業に 22.5％の
費用負担をすることによって，当初の暫定水利権
0.276 m3/sを確保するとともに，新規に 0.058 m3/s

の水利権を得た。さらに，茨城県営那珂川工業用
水道の余剰水 0.232 m3/sも水戸市上水道の水源と
して振替えることができた。この結果，那珂川か
らの許可水利権は合計で 1.316 m3/sに増加した。
　1980年からの第五期拡張事業では，水道専用
の人工貯水池である楮川ダムを築造し，それに併
設した浄水場も建設された。那珂川支流の田野川
沿岸の谷地に建設された楮川ダムは，既存の河川
を堰止めて貯水する一般的なダムとは異なり，那
珂川の枝内取水塔より取水された用水を導水ポン
プによって注水するという，河道外貯留による原
水貯水池である。このダム建設に伴い，1982年
に那珂川からさらに 0.325 m3/sの豊水水利権を
獲得した。豊水水利権とは河川流量が基準点流量
を超えている時にのみ取水が許可される水利権で
ある。つまり楮川ダムの建設は，那珂川の豊水時
の水を当ダムに誘導して確保し，渇水時において

表 2　水戸市上水道における那珂川本流の許可水利権の推移．

Table 2　Change of intake amount by approved water right for residential use in Mito city.

取得年月日 新規増減（m3/s） 累計（m3/s） 備考

1930年 7月 29日 約 0.116 約 0.116 10000 m3/dayをm3/sに変換
1957年 3月 4日 約 0.155 0.271

1958年 10月 22日 0.255 0.526

1968年 7月 8日 0.167 0.693 内，暫定水利権 0.167 m3/s

1971年 3月 31日 －0.167 0.526

1971年 5月 18日 0.500 1.026 内，暫定水利権 0.276 m3/s

1976年 3月 31日 0.290 1.316

1982年 2月 3日 0.325 1.641 内，豊水水利権 0.325 m3/s

『水戸の水道史』ならびに水戸市水道部の資料より作成．
Sources : “History of waterworks in Mito” and material from Waterworks Section of Mito city.
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も那珂川の流況に影響されず，常に安定した上水
道の供給を達成することを目的としていた。
　これまで述べた五期にわたる拡張事業によって
水戸市の上水道は，那珂川からの水利権を拡大し
取水量を増加させてきた。水道普及率も 1974年
に 90％を超え，1986年には 99％に達し，ほぼ
すべての市域内人口に対する安定的な給水が実現
された。現在の水戸市の上水道給水体系を示した
のが図 2である。現在では，那珂川の枝内地先に
ある 2か所の取水口から取り入れられた河川水
は，原水導水管によってそれぞれ楮川ダム（浄水
場）と開江浄水場に送られる。楮川浄水場の主な
給水区域は，水戸市の中心市街地を含む市中央部
から北西部にかけての一帯である。開江浄水場か
らは，下市地区と国道 50号バイパス沿いの市西
部から南部にかけて，さらには旧常澄村も含む区
域へ給水されている。これら 2系統と広域水道
を受水する常澄浄水場とによって，全市へ量的に

安定した水道用水が供給されている。
　以上のことから，水戸市の上水道は，昭和初期
の創設期からの市域拡大と人口増加に伴う水需要
の増大に対して，県営事業への費用負担や農水・
工水の余剰分振替などにより，那珂川からの取水
量を増加させることができ，自流域内の河川水を
取水することでその需要を満たしてきた。水源別
取水量の変遷をみても，従来から那珂川の表流水
が 9割以上を占め，地下水や近年における広域
水道の受水は，あくまでも補助的な役割しか果た
していない。
　2）水海道市の事例
　鬼怒・小貝川下流の水海道市において上水道が
供用開始されたのは 1964年であった。それ以前
は，各戸が井戸を所有していたり，あるいは集落
単位で共同の簡易水道を運営していた。それらの
井戸は現在でも，上水道未設区域を中心として利
用されている。

図 2　水戸市における上水道の給水系統（2002年）．
水戸市水道部の資料より作成．

Fig. 2　Municipal water supply system in Mito city（2002）. 
Sources : materials from Waterworks Section of Mito city.
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　図 3に水海道市における上水道給水区域の変
遷と現在の給水体系を示した。創設期の給水区域
は，諏訪町をはじめとする市中心部に限られてい
た。水源は取水井 1号による地下水であり，隣接
する橋本浄水場を経て給水された。1967年に着
工された第一次拡張事業において，取水井 2号
が掘削されたが，数年後に水質不良のため廃止さ
れた。代わって，1971年に取水井 3号，1974年

に同 4号が掘削された。新規水源開発はその後
も継続され，1978年の第二次拡張事業では同 5

号が，1981年着工の第三次拡張事業では同 6，7，
8号が供用開始された。また，1983年には相野
谷浄水場が新設された。その結果，給水区域も北
部へと拡大した。
　このように水海道市上水道は，従来，水源のす
べてを地下水に求めてきた。取水井はいずれも深

図 3　水海道市における上水道給水区域の拡大と現在の給水体系（2002年）．
取水井 1 号は橋本浄水場に，6 号は相野谷浄水場に併設．取水井 2 号は廃止されたため省略した．
水海道市企画課および水道課の資料より作成．

Fig. 3　 Expansion of residential water supply area and current water supply system in Mitsukaido city（2002）.
Deep wells 1 and 6 are located at the water treatment plants. Deep well 2 is omitted from this figure 
because it was closed. Sources : materials from Planning Section and Waterworks Section of Mitsukaido city.
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井戸であるが，表流水と比較して，量的な限界が
あることは否めなかった。水海道市の人口はこの
30年間停滞傾向であるにもかかわらず，給水人
口の増加率は低く，普及率も 1989年までは 40％
に満たなかった。
　それに対して，1991年に着工された第四次拡
張事業では，さらなる給水区域の拡大と給水人口
の増加のために，茨城県西広域水道の導入が計画
され，1995年 7月 1日から受水を開始した。こ
れによって給水区域は市の西部や北東部へ飛躍的
に拡大した（図 3）。
　しかしながら，水海道市のような小規模市町村
における広域水道の導入は，市町村の経済的負担
を増大させ給水原価の高騰を招いている。水海道
市における広域水道導入以前の給水原価は，1 m3

当り約 230円であったが，2002年には，290円
台に上昇している。これは水道料金として利用者
の負担となる。鬼怒・小貝川下流域の 16事業体
の水道料金をみても，おおむね人口規模の小さい
事業体ほど高い傾向にある。水道管の口径20 mm

で 1か月に 20 m3使用した場合の 16事業体にお
ける水道料金の平均値は 4,120円であり，5,000

円を超える事業体もある。一方で那珂川下流の水
戸市における給水原価と水道料金はそれぞれ，
156円と 2,593円であり，水海道市のように広域
水道に大きく依存する鬼怒・小貝川下流域の水道
事業体における水道費用の高さがうかがえる。上
水道の水源別取水量の変遷（図 4）からは，今後
も水海道市の水道水源は，地下水の割合が減少
し，代わって広域水道の割合が増加していくと推
測され，住民の上水道に対する経済的負担は一層
高まると考えられる。
　以上，水海道市の水道用水供給システムとその
変遷についてみてきた。その結果，もっぱら地下
水を利用してきた市営水道から，広域水道への依
存度が年々高まっている一方，自流域内の河川は
従来から水源として利用されてこなかったことが
明らかとなった。

V．水道用水供給システムの差異をもたらす
流域の地域的条件

　1）地形
　地形特性としてまず，那珂川流域の各支流域の
流域形状比（図 5）をみると，ほとんどが 3.0か

図 4　水海道市における上水道の水源別年間取水量の変遷．
1985，91年はデータ欠損．『茨城県の水道』より作成．

Fig. 4　 Change in annual quantity of water taken for 
residential use in Mitsukaido city by water source.
Data are not available for 1985 and 1991. Source : 
“Waterworks in Ibaraki Prefecture”.
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ら 6.0の間の値であり，6.0より大きいのは上流
域の高野川と下流の早戸川流域のみである。那珂
川左岸の小支流域には 3.0以下の値を示すものも
ある。高山（1974）によれば，日本の主要河川に
おける流域形状比の平均値は，おおむね 5.0前後
である。したがって，那珂川流域の各支流域は，
いずれも平均的にやや流域幅が広いという特徴を
有する。
　鬼怒・小貝川流域の各支流域の流域形状比をみ
ると，値が 6.0以下なのは鬼怒川上流域と小貝川
下流域の支流域に限られる。6.0から 9.0の値を示

すのは，小貝川中流域の五行川と大谷（おおや）
川，下流域の谷田川の 3支流域あり，9.0より大
きいのは，鬼怒川中流域の西鬼怒川，江川，田川，
山川の各流域と小貝川上流域の大川流域である。
このように鬼怒・小貝川流域の支流域の流域形状
比を那珂川流域と比較すると，中・下流域の各支
流域は，いずれも細長い形状をしており，幹川流
路延長に対して，集水面積の狭い流域といえる。
　次に那珂川流域の各支流域の流域起伏量比（図
6）をみると，値が 0.01以下を示すのは，権津川
流域と下流域の 4支流域のみである。これらは傾

図 5　那珂川流域と鬼怒・小貝川流域における主な支流域の流域形状比（1997年）．

Fig. 5　 Basin form ratio in the Naka and the Kinu-Kokai River basins by main 
tributary basin（1997）.
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斜が少ない平坦な支流域である。その一方，中流
域の支流域がおおむね 0.01から 0.03の値を，上
流域の支流域と中流域左岸側の小支流域が 0.03

より大きい値を示す。
　鬼怒・小貝川流域では，中・下流域のほとんど
すべての支流域が 0.01以下の値であり，平坦な
地形である。一方，上流域の支流域は，男鹿川流
域が 0.04である以外は，いずれも値が 0.05より
大きく傾斜の急峻な流域である。
　2）土地利用
　まず両流域全体の土地利用について概観する

と，那珂川流域の森林面積は 1957.97 km2（面積
率 55.6％），水田面積は 602.56 km2（17.1％），
畑地面積は 416.00 km2（11.8％），都市部面積は
247.40 km2（7.0％）である。鬼怒・小貝川流域
の森林面積は 1435.37 km2（45.4％），水田面積
は 763.78 km2（24.1％），畑地面積は 333.66 km2

（10.5％），都市部面積は 329.56 km2（10.4％）で
ある。森林と畑地の面積は那珂川流域の方が広
く，水田と都市部は鬼怒・小貝川流域の方が広
い。水田と畑地の比率は，那珂川流域が 6：4で
あるのに対して，鬼怒・小貝川流域は 7：3であ

図 6　 那珂川流域と鬼怒・小貝川流域における主な支流域の流域起伏量比（1997年）．

Fig. 6　 Basin relief ratio in the Naka and the Kinu-Kokai River basins by main 
tributary basin（1997）.
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り，水田がより卓越していることがわかる。
　次に，各土地利用面積を主な支流域単位で集計
し，各々の支流域における土地利用組合せ類型を
修正ウィーバー法によって導出した。その結果，
那珂川流域，鬼怒・小貝川流域ともに，5類型の
支流域に区分できた（図 7）。森林単一型は，森
林のみが代表的な土地利用として抽出された類型
である。森林中心型は，森林を筆頭として 2な
いしは 3項目で土地利用が代表される類型であ
る。水田中心型，畑地中心型も同様である。そし
て混在型は，代表的な土地利用が 4項目以上か

らなる類型である。
　那珂川流域では，ほとんどの支流域において森
林が代表的土地利用の筆頭に挙がる。とりわけ本
流左岸地域の各支流域は，上流域の余笹川流域か
ら下流域の緒川流域まで，全支流域が森林単一型
に分類される。これらの支流域の森林面積率は，
余笹川流域の 66.2％を除き，すべて 70％以上で
ある。右岸地域の箒川，荒川，涸沼川の各支流域
では，それぞれ広大な農地が分布しているにもか
かわらず，森林が最も卓越する。これら 3支流域
の森林面積率はそれぞれ，55.1％，56.6％，35.2％

図 7　那珂川流域と鬼怒・小貝川流域における主な支流域の土地利用類型（1997年）．

Fig. 7　 Types of land use combination in the Naka and the Kinu-Kokai River basins by 
main tributary basin（1997）.
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である。一方，下流域の桜川流域と中丸川流域
は，水戸市，ひたちなか市の市街地を流下し，畑
地の割合も高い。そのため，桜川流域は，都市的
土地利用が第一位で以下，森林，畑地，水田の順
に組み合される混在型となり，中丸川流域は同様
に，都市的土地利用，畑地，その他，水田という
順の組合せの混在型になる。
　鬼怒・小貝川流域では，森林が卓越する支流域
は大谷（だいや）川流域をはじめ鬼怒川上流域に
位置するものがほとんどである。小貝川の源流付
近の支流域も森林が多いが，水田や畑地の割合も
高く，森林中心型となっている。その他の支流域
のうち，中流域に位置し，面積も比較的大きい田
川や五行川の流域，ならびに鬼怒川と小貝川に挟
まれた支流域は，いずれも水田が最も大きな割合
を占める。具体的な数値を挙げると，田川流域と
五行川流域の水田面積率はそれぞれ，33.4％，
55.5％であり，鬼怒川と小貝川に挟まれた大谷（お
おや）川，糸繰川，八間掘川，中通川，北浦川の
各支流域はそれぞれ，50.7％，34.2％，57.2％，
55.6％，63.4％である。また，鬼怒川右岸地域の
山川流域は，畑地面積率が 40.2％と最も高い畑
地中心型であるが，水田面積率も 33.4％と高い。
つくば市や牛久市を流れる谷田川流域は，畑地が
第一位であり，これに都市的土地利用，水田，森
林の順で組み合される混在型である。
　以上をまとめると，那珂川流域は，支流域単位
でみても，森林が卓越するものが大半であり，下
流域の都市部でわずかに，水田や畑地や都市と
いった土地利用の卓越するものがみられる。鬼
怒・小貝川流域は，森林が卓越するのは上流の支
流域のみであり，中～下流域にかけては水田が支
配的な土地利用である。
　3）水利権
　図 8は，那珂川流域と鬼怒・小貝川流域の，本
流と主な支流域の許可水利権の最大取水量の総量
を，それぞれ用途別に集計して示している。流域全
体としての総取水量は，那珂川流域が 57.53 m3/s

で，そのうち農業用が 50.91 m3/s（88.5％）を占
め，水道用は 4.00 m3/sである。鬼怒・小貝川流
域の総取水量は 171.92 m3/sと，那珂川流域の

3倍以上であり，そのうち農業用が 163.86 m3/s

（95.3％）を占める。水道用は 2.65 m3/sと那珂川
流域より少ない。
　用途別・支流域別に詳細をみていくと，那珂川
流域の農業用水は，本流から取水するものが最も
多いものの，箒川，荒川，涸沼川をはじめとする
支流域にも取水口が分散している。支流域の中で
最も総取水量が多いのは箒川流域であるが，その
99.5％を農業用水が占める。同様に那珂川上流域
に位置する木の俣川，高野川，余笹川の各流域で
も，農業用水利用がほぼ 100％に達する。また，
下流域の茨城県においても，緒川，藤井川，桜
川，涸沼川，中丸川といった各支流域の河川水
が，それぞれの取水量こそ多くないものの，農業
用水として広く利用されている。水道用水利権に
よる取水は，農業用水同様，那珂川本流からが最
も多い。支流域では荒川，涸沼川をはじめとし
て 7支流域で，水道用水利権が設定されている。
それらは各支流域内の市町村に水道用水を供給し
ている。涸沼川流域は茨城県による水道用水供給
事業の取水口の 1つが設けられているため，水
道用の取水量が多く，全体に占めるその割合も高
くなっている。工業用水利権は 7件あり，取水
量の比較的多い 4件が那珂川本流の最下流に取
水口を有する。残りの 3件は取水量がわずかで
あり，那珂川本流上流と武茂川，桜川の流域にそ
れぞれ取水口を有する。
　鬼怒・小貝川流域の農業用水は，本流から取水
するものの割合が非常に高く，いくつかの大規模
な取水口が大量に一括取水を行うことによって広
大な農地を灌漑している（山下，2007）。支流域
としては大谷（だいや）川や五行川などの限ら
れた河川に水利権が集中して設定されている。
一方，水道用水の取水量は，那珂川流域の 3分の
2である。その取水口の分布は，大谷（だいや）
川，男鹿川，板穴川といった鬼怒川上流域の支流
域と鬼怒川本流に限定される。鬼怒川本流から取
水しているのは，宇都宮市とその周辺の鬼怒川中
流域の市町村である。水海道市をはじめとする下
流域の茨城県側の市町村はすべて，水道水源とし
て河川水を取水していない。工業用では，2件が
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図 8　鬼怒・小貝川流域における本流と支流域ごとの許可水利権（2001年）．
発電用を除く．国土交通省常陸工事事務所ならびに茨城県河川課，栃木県河川課の
資料より作成．

Fig. 8　 Total quantity of water taken for each tributary basin and main river in the Naka and 
Kinu-Kokai River basins（2001）. 
Hydroelectric uses are omitted. Sources : data from Hitachi Construction Work Office and 
River Sections of Ibaraki and Tochigi Prefectures.
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大谷（だいや）川に取水口を有し，日光市内の企
業へ用水を供給している。また，鬼怒川本流に
1件，小貝川本流に 2件の水利権が存在するが，
小貝川の 2件は下流に取水口が設けられている
ものの，流域外導水によって霞ヶ浦から小貝川へ
注水した水を取水する水利権である。

VI．考　　察

　以上の地域的条件の分析結果と，那珂川，鬼
怒・小貝川流域全体の水利体系および下流の水戸
市，水海道市における水道用水供給システムの実

態との関連性を考察する。以下の考察を模式的に
図化して表現したのが図 9である。
　那珂川流域において，許可水利権による取水量
の多い支流域は，箒川，荒川，涸沼川である。こ
れら 3支流域の土地利用類型はいずれも森林中
心型である。これらはいずれも，那珂川右岸に位
置し，下流域に分布する農地で多量の用水が利用
されているものの，上流域にはそれぞれ広大な森
林地域を擁する。さらにこれらの支流域は形状比
が小さく山間部の集水面積が広く，地形的にも平
坦地が少なく適度な河川勾配を有し，上流には利

図 9　流域の水利体系とその地域的条件との関係．

Fig. 9　Water supply-demand systems and their regional factors on watershed scale.
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水目的のダムが存在し，自流域内や周辺地域の水
源となっており，それぞれの支流域単位で水需要
を満たしている。
　また，那珂川左岸に位置する支流域は，概して
水需要は少なく，面積の小さい支流域には，許可
水利権が設定されていない。これらの支流域の土
地利用としては，森林が卓越しており，農地化や
都市化が進んでいないため，水利用はほとんどな
されていない。地形的には八溝山地の山腹に位置
し，小河川の流域は傾斜が急峻である。このこと
が農地化や都市化が進展しない一因と考えられる。
したがって，河川水は自流域内で利用も貯留もされ
ずに，直接，那珂川本流へ放流されることになる。
　一方，鬼怒・小貝川流域のうち多くの許可水利
権が設定されている支流域は，大谷（だいや）川，
五行川，谷田川である。とりわけ大谷（だいや）
川では最も多くの水利権が設定されているが，土
地利用類型は森林単一型である。つまり大谷（だ
いや）川流域は，中禅寺湖を含む上・中流域の山
地部に広大な森林地帯を有する一方，下流域でき
わめて集中的に河川水が利用されている。大谷
（だいや）川流域以外の森林単一型を示す支流域
は，大羽川流域を除いてすべて鬼怒川上流域に位
置し，それらの支流域は許可水利権が少なく，地
形的にも急峻な山地帯に含まれる。したがって那
珂川左岸の支流域同様，本流に水を供給する役割
を果たしている。大規模な多目的ダムもこの地域
に立地している。
　それに対して，中・下流域の支流域ではいずれ
も水田や都市的土地利用が卓越している。した
がって，鬼怒・小貝川中・下流域一帯は，用水需
要が非常に多い。しかし，五行川と谷田川の流域
以外では，設定されている許可水利権の取水量が
相対的に少ない。この事実は，当該支流域内の農
地が，自流域内の河川から取水せず，鬼怒川，小
貝川本流に水源を大きく依存していることを意味
する。鬼怒川における三大国営農業水利事業によ
る頭首工建設や，小貝川の関東三大堰などがその
代表である。一方で都市用水に関しては，特に下
流の茨城県側の市町村では，自流域内の河川を水
源としていない。その理由としては，上記の既得

農業水利権の規模が膨大であることや，中・下流
域の支流域の形状比が大きく，起伏量比が小さい
ため集水能力をほとんど持たず水資源開発を行う
適地に恵まれていないことによって，下流域の水
道事業体が新規水利権を獲得するのが困難であっ
たからである。
　以上の比較考察を要約すると，那珂川流域は，
流域全体でみると支流域単位でダムや河川自流を
水源とした水需給がみられ，余排水は本流へ流入
する。したがって，本流への依存度は低く，都市
的土地利用が卓越し人口も多い下流域における都
市用水需要も，本流下流を中心とした自流域内の
水源によって満たすことができる。このような那
珂川流域全体の河川水需給体系が，下流域に位置
し人口規模も最大の水戸市の水道用水において，
市域の拡大と人口増加に合わせて，那珂川からの
取水量を随時増加させ，給水能力を向上させるこ
とを可能としたのである。
　一方，鬼怒・小貝川流域は，流域全体の用水
需要が相対的に多く，それらの本流への依存度は
きわめて高い。したがって水海道市をはじめと
する下流の茨城県側の市町村はすべて，鬼怒川や
小貝川の表流水を利用できず，従来からもっぱら
地下水を水道水源とし，増加する用水需要に対し
ては，広域水道事業への参入を余儀なくされてい
る。これらの水源は，霞ヶ浦と利根川上流域の群
馬県山間部に立地するダムであり，きわめて「遠
い水」に依存している。また，広域水道事業体か
らの用水の「購入」が自治体の経済的負担を増大
させている事実もある。

VII．お わ り に

　本研究が分析指標の選定や結果の解釈において
意図していたのは以下の 2点である。（1）水資
源の「量」に着目し，供給に関わる指標と需要に
関わる指標の両方を考慮すること。（2）事例地
域の水利事情の実態と照らし合わせて分析結果を
解釈すること。
　まず 1点目について，水利問題を議論する上
で，流域の水需給バランスに関する考察は欠かせ
ないと考えられる。言い換えるならば，流域の水
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供給能力を規定する自然的な指標と，水需要に関
する人文社会的な指標の両方をふまえるというこ
とである。
　水需要に関しては，水道事業体の水源別取水量
や水利権で許可されている最大取水量，期別取水
量など実際の数値が公表されているので，それら
を定量的に把握するのは可能である。さらに本研
究では水利権の水源の位置に着目することで，支
流域単位での水需要の空間的な配置にも言及した。
　一方で，流域の水供給能力に関しては，水文学，
地形学をはじめ，地質学，土壌学，植生学など主
に自然科学の分野で，降水量や蒸発散量，涵養量
などの詳細なモニタリングデータから推計されて
いるが，流域ごとに網羅された数値として公表さ
れているわけではない。そこで本研究では，汎用
的な既存データによって流域の水供給能力を推測
しうる手法としてまず，地形データを用いて，流
域形状比と起伏量比を支流域ごとに算出した。そ
の結果，各支流域が有するそれぞれの水供給能力
を相対的にではあるが把握することができたとい
える。実際に両流域におけるダムは，これらの指
標から判断された集水能力の高い場所に立地して
いる。単なる地形分類の分布把握や標高・傾斜の
解析よりは，このような水文地形学的な指標の方
が，水利体系の実態と関連づけて水需給を論じる
には有効であろう。
　また，本研究では土地利用も分析指標として取
り上げた。本研究では少なくとも農地や都市部に
比べ人為的な水需要がほとんどない点で，森林
を水供給能力のある土地利用と判断した。その上
で，ある程度の空間的範囲を有する支流域ごとに，
土地利用組合せ類型を導出することでそれらの水
需給バランスについて考察した。これらの分析に
よって，流域の水利体系が支流域単位の水需給バ
ランスに規定されていることが実証できた。
　しかしながら，本研究が取り上げた指標はあくま
でも相対的に水需給を測るものであり，絶対的な水
供給可能量を示したものではない。今後は，降水
量や蒸発散量，土地利用項目別の浸透量，涵養量
といった指標も加味していくことが求められよう。
　次に 2点目についてであるが，本研究では，下

流の都市における水道事情を詳細に記述した。下
流の都市用水は，先述したように河川水利におい
て最も不利とされ，その水利事情が逼迫している
のかそうではないのかというのは，流域全体の水
需給バランスを端的に映す鏡であると考えたから
である。実際，本研究が取り上げた水戸市と水海
道市の水利事情は非常に対照的であったが，地域
的条件の分析結果からも，那珂川流域と鬼怒・小
貝川流域における流域全体の水利体系や水需給バ
ランスの対照性が実証され，既存データの解析結
果と事例地域の実状とを関連づけて考察すること
ができた。
　以上のように，都市用水問題を流域スケールで
議論する上で，本研究が提示した分析指標や方法
論の有用性は，ある程度実証できたといえる。那
珂川流域は，本研究の結果，水需要に余裕がある
流域と位置づけることができるが，実際には，規
模が縮小されたとはいえ，将来の水需要増加に対
する過大な予測に基づく流域外からの導水計画が
存在する3）。一方，鬼怒・小貝川流域は，水需要
が逼迫している流域と位置づけることができる。
そのような流域の下流における用水源の外部依存
化は，ある程度やむを得ないといえるが，渇水時
の水利調整の方策などの議論においては，本研究
で示した方法論でもって，隣接する霞ヶ浦流域，
あるいは利根川本流域全体の各支流域の集水能力
と水需要を分析し，水需給の空間構造を把握する
ことは重要な示唆を与えるであろう。例えば，新
規のダム開発や導水路建設による「遠い水」への
依存を選択する前に，流域内の水需要地にできる
だけ近いところでの水源開発や水の融通が可能で
はないか検討することができる。あるいはそれを
可能にするための土地利用計画などを提案するこ
ともできる。具体的には，一定の流域内におい
て，農地や宅地の開発を制限し水供給能力を確保
する支流域を設定し，全体としての水需給バラン
スを維持するといった方策も考えられる。いずれ
にしろ，水資源問題を政治的・社会的側面から論
じる際にも，その前提となる基礎として，流域の
水需給に関わる地域的条件を定量的・空間的に理
解しておくことが重要である。
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注

1）水海道市は 2006年 1月，結城郡石下町と合併し，
常総市となったが，本研究では水道事業の時系列的
な形成過程にも言及することから旧水海道市を対象
とした。

2）各支流域名は後掲の図 8を参照されたい。
3）霞ヶ浦導水事業は，那珂川と霞ヶ浦，利根川を地
下導水路でつなぐことによって，水質浄化，渇水被
害の軽減，新規都市用水の確保を図るものであるが，
那珂川下流域においても 4.2 m3/sの新規都市用水の
開発が計画されている。
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